
社 団 法 人  長 崎 県 理 学 療 法 士 会 内 規 集      Ｈ 1 9 ･3／ 3  理 事 会 承 認  
 
こ の 内 規 は 、 社 団 法 人 長 崎 県 理 学 療 法 士 会 （ 以 下 本 会 と い う ） の 会 務 の 円 滑 運 営 の た め に

定 め る 。 な お こ の 内 規 の 改 廃 に は 理 事 会 の 議 決 を 必 要 と す る 。  
 
 

旅 費 交 通 費 の 支 給 規 則  
 

〔 趣 旨 〕  
こ の 規 則 は 、 本 会 の 用 務 に よ り 移 動 ・ 旅 行 す る 正 会 員 に 対 し て 支 給 す る 旅 費 交 通 費 に  
つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

〔 旅 費 交 通 費 の 支 給 対 象 項 目 〕  
旅 費 交 通 費 の 支 給 対 象 項 目 は 、 交 通 費 、 宿 泊 費 と す る 。  

〔 交 通 費 の 支 給 対 象 事 項 〕  
本 会 か ら 正 会 員 に 交 通 費 を 支 給 す る 事 項 は 以 下 の 場 合 と す る 。  
① 開 催 地 と 異 な る 地 区 や 遠 隔 地 に 勤 務 す る 正 会 員 が 会 務 に 従 事 し た 時 。 こ こ で 言 う  
 会 務 と は 、報 償 費 の 支 給 規 則［ 報 償 費 の 支 給 対 象 事 項 ］① ~④ で 定 め る 場 合 を 言 う 。  
② 会 長 、 あ る い は 副 会 長 が 全 国 士 会 長 会 議 に 出 席 し た 時 。  
③ 会 長 、 副 会 長 、 事 務 局 長 、 学 術 局 長 が 九 州 ブ ロ ッ ク 士 会 長 会 議 に 出 席 し た 時 。     

④ 会 長 あ る い は 副 会 長 、 事 務 局 長 が 法 人 士 会 長 会 議 に 出 席 し た 時 。  
⑤ 事 務 局 長 が 全 国 事 務 局 長 会 議 に 出 席 し た 時 。  
⑥ 担 当 理 事 が 日 本 理 学 療 法 士 協 会 主 催 の そ れ ぞ れ の 担 当 者 会 議 に 出 席 し た 時 。  
⑦ 担 当 理 事 が 日 本 理 学 療 法 士 協 会 九 州 ブ ロ ッ ク 会 主 催 の そ れ ぞ れ の 担 当 者 会 議 に  
出 席 し た 時 。  
⑧ そ の 他 正 会 員 が 参 加 す る 必 要 が あ り 、 会 長 が 承 認 し た 催 し に 出 席 し た 時 。  

〔 交 通 費 の 計 算 〕  
１ ． 県 内 本 土 地 区 を 移 動 す る 場 合 、 県 内 本 土 地 区 を 長 崎 地 区 、 県 北 地 区 、 平 戸 地 区 、 県 央 地

区（ 大 村・諫 早・北 高 ）、島 原 南 高 地 区 に 分 割 し 、開 催 地 区 と 異 な る 地 区 に 勤 務 す る 場 合

は 以 下 ① ～ ⑨ の 額 を 支 給 す る 。 公 共 交 通 機 関 等 の 実 費 支 給 は 行 わ な い 。  
①  長 崎 ~県 央 ･･･1 , 0 0 0 円  
②  長 崎 ~県 北 ･･･2 , 5 0 0 円  
③  長 崎 ~平 戸 ･･･3 , 0 0 0 円  
④  長 崎 ~島 原 ･･･2 , 5 0 0 円  
⑤  県 北 ~島 原 ･･･3 , 0 0 0 円  
⑥  県 北 ~県 央 ･･･1 , 5 0 0 円  
⑦  県 央 ~島 原 ･･･1 , 5 0 0 円  
⑧  県 央 ~平 戸 ･･･2 , 0 0 0 円  
⑨  平 戸 ~島 原 ･･･3 , 5 0 0 円  

    ２ ． 効 率 性 と 経 済 性 を 考 慮 し た 上 で 、 最 も 実 際 的 な 経 路 と 方 法 で 交 通 機 関 を 選 定 し 、  
事 務 局 長 の 決 裁 で 支 給 額 を 決 定 す る 。  

３ ． 交 通 機 関 が 鉄 道 の 場 合 、 新 幹 線 を 含 む 特 急 自 由 運 賃 を 支 給 額 と す る 。 但 し 、 特 急  
指 定 運 賃 の 特 急 割 引 等 が 有 り 、 特 急 自 由 運 賃 よ り 額 が 低 い 場 合 は こ れ を 支 給 額 と  
す る 。  

４ ・ そ の 他 の 交 通 機 関 は 実 際 的 な 料 金 を 算 定 し 、 支 給 額 を 決 定 す る 。  
〔 宿 泊 費 の 支 給 対 象 事 項 〕  
① 開 催 地 と 異 な る 地 区 や 遠 隔 地 に 勤 務 す る 正 会 員 が 会 務 に 従 事 し た 時 、 そ の た め に 宿

泊 を 必 要 と し た 場 合 。 こ こ で 言 う 会 務 と は 、 報 償 費 の 支 給 規 則 ［ 報 償 費 の 支 給 対 象

事 項 ］ ① ~④ で 定 め る 場 合 を 言 う 。  
② 会 長 、 あ る い は 副 会 長 が 全 国 士 会 長 会 議 に 出 席 し た 時 、 そ の た め に 宿 泊 を 必 要 と し

た 場 合 。  
③ 会 長 、 副 会 長 、 事 務 局 長 、 学 術 局 長 が 九 州 ブ ロ ッ ク 士 会 長 会 議 に 出 席 し た 時 、 そ の

た め に 宿 泊 を 必 要 と し た 場 合 。     
④ 会 長 あ る い は 副 会 長 、 事 務 局 長 が 法 人 士 会 長 会 議 に 出 席 し た 時 、 そ の た め に 宿 泊 を

必 要 と し た 場 合 。  
⑤ 事 務 局 長 が 全 国 事 務 局 長 会 議 に 出 席 し た 時 、 そ の た め に 宿 泊 を 必 要 と し た 場 合 。  
⑥ 担 当 理 事 が 日 本 理 学 療 法 士 協 会 主 催 の そ れ ぞ れ の 担 当 者 会 議 に 出 席 し た 時 、 そ の た

め に 宿 泊 を 必 要 と し た 場 合 。  
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⑦ 担 当 理 事 が 日 本 理 学 療 法 士 協 会 九 州 ブ ロ ッ ク 会 主 催 の そ れ ぞ れ の 担 当 者 会 議 に 出  

席 し た 時 、 そ の た め に 宿 泊 を 必 要 と し た 場 合 。  
⑧ そ の 他 正 会 員 が 参 加 す る 必 要 が あ り 、 会 長 が 承 認 し た 催 し に 出 席 し た 時 。 そ の た め

に 宿 泊 を 必 要 と し た 場 合 。  
〔 宿 泊 費 の 計 算 〕  
支 給 の 最 高 額 を 一 泊 に つ き ８ ， ５ ０ ０ 円 と す る 。  

〔 旅 費 交 通 費 の 支 給 方 法 〕  
交 通 費 、 宿 泊 費 の 決 定 し た 最 高 額 を 仮 支 給 し 、 旅 行 終 了 後 精 算 す る 。 や む を え な  
い 理 由 で 、 経 費 の 明 細 あ る い は 領 収 の 提 出 が 困 難 な 場 合 は 、 最 高 額 の 支 給 と す る 。  

〔 そ の 他 〕  
１ ． 日 本 理 学 療 法 士 協 会 か ら 支 払 い が 行 わ れ る 時 は 本 会 の 旅 費 交 通 費 支 給 の 対 象 か ら 削 除 す

る 。  
２ ． 法 人 士 会 長 会 議 の 宿 泊 に つ い て は 、 会 議 の 参 加 費 に 含 ま れ る の で 宿 泊 費 と し て の  
  で な く 、 参 加 費 と し て 全 額 支 給 す る 。  
３ ． 担 当 理 事 が 日 本 理 学 療 法 士 協 会 又 は 日 本 理 学 療 法 士 協 会 九 州 ブ ロ ッ ク 会 主 催 の そ れ ぞ れ

の 担 当 者 会 議 に 出 席 で き な い 場 合 は 、 そ れ ぞ れ の 局 内 部 長 、 あ る い は 会 長 が 承 認 し た 正

会 員 が 代 理 者 と な る 。  
 ４ ． 会 長 の 承 認 に よ り 旅 費 交 通 費 を 支 給 す る 場 合 、 担 当 理 事 は 理 事 会 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。  
 

報 償 費 の 支 給 規 則  
 

〔 趣 旨 〕  
こ の 規 則 は 、 本 会 の 会 務 運 営 の た め に 会 議 、 作 業 等 に 関 わ る 正 会 員 及 び 会 員 外 の  
者 （ ア ル バ イ ト ） に 対 し て 支 給 す る 報 償 費 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す  
る 。  

〔 報 償 費 の 支 給 対 象 事 項 〕  
本 会 か ら 報 償 費 を 支 給 す る 事 項 は 以 下 の 場 合 と す る 。  
① 正 会 員 が 理 事 会 、 部 局 、 委 員 会 の 会 議 に 出 席 し た 場 合 。  
② 正 会 員 が 部 局 、 委 員 会 の 会 務 運 営 に 必 要 な 作 業 に 出 席 し た 場 合 。  
③ 正 会 員 が 健 康 ま つ り 、 本 会 主 催 の 学 会 と 研 修 会 等 の 企 画 会 議 、 準 備 作 業 、 当 日 運 営  
  に 出 席 し た 場 合 。  
④ 正 会 員 が 会 務 運 営 に 関 連 す る 、 本 会 以 外 の 会 議 出 席 ， 対 外 的 な 調 査 等 を 行 っ  
た 場 合 。  
⑤ 会 員 以 外 の 者 （ ア ル バ イ ト ） が 事 務 作 業 等 を 行 っ た 場 合 。  

〔 報 償 費 の 支 給 額 〕  
本 会 か ら 支 給 す る 報 償 費 の 金 額 は 以 下 の 通 り と す る 。  

        ① 正 会 員 が 理 事 会 ・ 部 局 ・ 委 員 会 の 会 議 、 部 局 ・ 委 員 会 の 会 務 運 営 に 必 要 な 作 業  
          に 出 席 し た 場 合 。 ･･・ 1 , 0 0 0 円  

② 正 会 員 が 健 康 祭 り ・ 理 学 療 法 フ ェ ス テ ィ バ ル ・ ス ポ ー ツ 支 援 ・ 本 会 主 催 の 学 会 ・  
 研 修 会 等 の 企 画 会 議 、 準 備 作 業 に 出 席 し た 場 合 ･･･ 1 , 0 0 0 円  
③ 正 会 員 が 健 康 祭 り ・ 理 学 療 法 フ ェ ス テ ィ バ ル ・ ス ポ ー ツ 支 援 ・ 本 会 主 催 の 学 会 ・  
研 修 会 等 の 当 日 運 営 に 出 席 し た 場 合 。 ･･･ 2 , 0 0 0 円  
④ 正 会 員 が 本 会 主 催 の 学 会 ・ 研 修 会 開 催 当 日 に 同 研 修 会 等 に 関 わ る 学 術 資 料 製 作 ・  
生 涯 学 習 履 修 管 理 作 業 に 出 席 し た 場 合 。 ･･･ 2 , 0 0 0 円  
⑤ 正 会 員 が 会 務 運 営 に 関 す る 、 本 会 以 外 の 会 議 出 席 、 対 外 的 な 調 査 等 を 行 っ た 場  
合 。 ･･･2 , 0 0 0 円  
⑥ 会 員 外 の 者 （ ア ル バ イ ト ） ･･･別 途 支 給 す る 。  

      但 し 、 委 託 事 業 を 請 け 負 う 場 合 は 、 担 当 局 長 ・ 部 長 が 規 定 以 外 の 報 償 費 予 算 を 発 案  
      し 、 理 事 会 に て 審 議 す る 事 が で き る 。  
  〔 報 償 費 の 支 給 方 法 〕  

報 償 費 の 対 象 事 項 を 担 当 し た 部 局 長 、 委 員 長 等 が 本 会 指 定 の 報 償 費 精 算 表 に 必 要  
事 項 を 記 入 後 提 出 し 、 財 務 部 が 受 理 し て 支 給 す る 。  

〔 そ の 他 〕  
１ ． 部 局 ， 委 員 会 の 会 議 と 作 業 に は 、 役 員 、 局 長 、 部 長 、 委 員 長 の い ず れ か が 出 席 す  
る 必 要 が あ る 。  

２ ． 研 修 会 の 企 画 会 議 、 準 備 作 業 、 当 日 実 務 に は 、 局 長 、 部 長 の い ず れ か が 出 席 す る  

 
 - 2 -



必 要 が あ る 。  
３ ． 部 局 ， 委 員 会 の 会 議 と 作 業 、 研 修 会 の 企 画 会 議 ， 準 備 作 業 ， 当 日 実 務 の 出 席 者 は  
原 則 と し て 登 録 さ れ た 各 部 員 ， 委 員 の み と す る 。 都 合 に よ り 部 員 ， 委 員 以 外 の 者  
が 出 席 す る 場 合 は 、 こ の 理 由 を 会 議 ・ 作 業 報 告 書 に 記 載 す る こ と 。  

４ ． 同 一 日 に 会 議 ， 作 業 等 の 異 な る ２ つ 以 上 に 出 席 し た 場 合 で も １ 回 分 の 支 給 と す る 。  
 
 

講 師 ， 来 賓 の 旅 費 交 通 費 ， 講 師 手 当 の 支 給 規 則  
 
〔 趣 旨 〕  
こ の 規 則 は 、 本 会 主 催 の 学 会 ， 研 修 会 等 で 講 演 を す る 講 師 等 や 記 念 式 典 ， 祝 賀 会  
等 に 出 席 す る 来 賓 に 対 し て 支 給 す る 旅 費 交 通 費 ， 講 師 手 当 に つ い て 必 要 な 事 項 を  
定 め る も の と す る 。  

〔 旅 費 交 通 費 の 支 給 対 象 項 目 〕  
旅 費 交 通 費 の 支 給 対 象 項 目 は 、 交 通 費 、 宿 泊 費 と す る 。  

〔 交 通 費 の 支 給 対 象 事 項 〕  
本 会 か ら 講 演 講 師 ， 来 賓 に 対 し て 交 通 費 を 支 給 す る 事 項 は 以 下 の 場 合 と す る 。  
① 本 会 主 催 の 学 会 ， 研 修 会 ， 地 区 勉 強 会 で 講 演 講 師 を す る 場 合 。  
② 正 会 員 以 外 の 者 が 本 会 主 催 の 記 念 式 典 ， 祝 賀 会 等 の 行 事 に 来 賓 と し て 出 席 す  
る 場 合 。  

〔 交 通 費 の 支 給 額 〕  
原 則 と し て 実 費 支 給 と す る 。 領 収 書 等 が 無 い 場 合 は 効 率 性 と 経 済 性 を 考 慮 し た 上  
で 、 最 も 実 際 的 な 経 路 と 方 法 で 選 定 し た 交 通 機 関 の 運 賃 を 支 給 額 と す る 。 但 し 、  
正 会 員 が 講 演 講 師 を し た 場 合 は 、 旅 費 交 通 費 の 支 給 規 則 〔 交 通 費 の 計 算 〕 1． で  
定 め る 支 給 額 と す る 。  

〔 宿 泊 費 支 給 対 象 事 項 〕  
本 会 か ら 講 師 ， 来 賓 に 対 し て 宿 泊 費 を 支 給 す る 事 項 は 以 下 の 場 合 と す る 。  
① 本 会 主 催 の 学 会 ， 研 修 会 ， 地 区 勉 強 会 で 講 演 講 師 を す る た め 、 宿 泊 を 必 要 と す る  
場 合 。  
② 正 会 員 以 外 の 者 が 本 会 主 催 の 記 念 式 典 ，祝 賀 会 等 の 行 事 に 来 賓 と し て 出 席 す る た め 、

宿 泊 を 必 要 と す る 場 合 。  
〔 宿 泊 費 の 支 給 額 〕  
原 則 と し て の 実 費 支 給 と す る 。  
但 し 、 正 会 員 に 支 給 す る 場 合 、 最 高 額 を 一 泊 ¥ 8 , 5 0 0 と す る 。  

〔 講 師 手 当 の 支 給 対 象 項 目 〕  
講 師 手 当 の 支 給 対 象 項 目 は 、 講 師 謝 礼 金 、 座 長 謝 礼 金 、 司 会 謝 礼 金 と す る 。  

〔 講 師 手 当 の 支 給 対 象 事 項 〕  
本 会 か ら 講 師 手 当 を 支 給 す る 事 項 は 以 下 の 場 合 と す る 。  
① 正 会 員 及 び 正 会 員 以 外 の 者 が 本 会 主 催 の 学 会 ， 研 修 会 ， 地 区 勉 強 会 で 講 演 講  
師 を す る 場 合 。  
② 正 会 員 が 学 会 ， 研 修 会 で 座 長 ， 講 演 司 会 を す る 場 合 。  

〔 講 師 手 当 の 支 給 額 〕  
本 会 か ら 支 給 す る 講 師 手 当 の 金 額 は 以 下 の 通 り と す る 。  
① 県 外 の 正 会 員 以 外 の 者 が 講 演 講 師 を す る 場 合  
… １ 日 毎 （ 午 前 の み 、 午 後 の み 、 午 前 と 午 後 ） 3 0 , 0 0 0 円 ～ 6 0 , 0 0 0 円  
② 県 内 の 正 会 員 以 外 の 者 が 講 演 講 師 を す る 場 合  
… １ 日 毎 （ 午 前 の み 、 午 後 の み 、 午 前 と 午 後 ） 1 0 , 0 0 0 円 ～ 5 0 , 0 0 0 円  
③ 地 区 内 の 正 会 員 以 外 の 者 が 地 区 勉 強 会 の 講 演 講 師 を す る 場 合  
… 半 日 毎 （ 午 前 、 午 後 ） 1 0 , 0 0 0 円 ～ 3 0 , 0 0 0 円  
④ 正 会 員 が 講 演 講 師 を す る 場 合  
… 半 日 毎 （ 午 前 、 午 後 ） 3 0 0 0 円 ～  5 , 0 0 0 円  
⑤ 正 会 員 が 地 区 勉 強 会 で 島 嶼 部 以 外 か ら 島 嶼 部 へ 、 島 嶼 部 か ら 島 嶼 部 以 外 へ 、  
島 嶼 部 か ら 別 の 島 嶼 部 へ 行 っ て 講 演 講 師 を す る 場 合  
… 半 日 毎 （ 午 前 、 午 後 ）  5 , 0 0 0 円 ＋ 5 , 0 0 0 円  
⑥ 正 会 員 が 講 演 司 会 及 び 座 長 を す る 場 合  
…  3 , 0 0 0 円  

但 し 、 担 当 局 長 ・ 部 長 が 必 要 に 応 じ て 規 定 以 外 の 講 師 手 当 の 予 算 を 発 案 し 、 理 事  
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会 で 審 議 す る こ と が で き る 。  
〔 そ の 他 〕  
講 師 手 当 の 対 象 と な る 時 間 は 講 演 に 要 し た 時 間 以 外 に 、 そ れ に 関 連 す る 内 容 で 講  
師 が そ の 会 場 に い る 必 要 が あ る 時 間 も 含 ま れ る 。  

 
 

食 糧 費 の 支 給 規 則  
 
〔 趣 旨 〕  
こ の 規 則 は 、 本 会 主 催 の 学 会 ・ 研 修 会 等 の 講 演 講 師 ， 座 長 ， 講 演 司 会 ， そ の 他  
本 会 会 務 に 従 事 す る 者 の 飲 食 代 と し て 支 給 す る 食 糧 費 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る  
も の と す る 。  

〔 食 料 費 の 支 給 対 象 項 目 〕  
食 料 費 の 支 給 対 象 項 目 は 、 接 待 用 の 飲 食 代 ， お 土 産 代 、 昼 食 代 、 会 議 用 お 茶 ， 菓 子 代 と

す る 。  
〔 食 糧 費 の 支 給 対 象 事 項 〕  
本 会 か ら 食 糧 費 を 支 給 す る 事 項 は 以 下 の 場 合 と す る 。  
① 本 会 主 催 の 学 会 ， 研 修 会 で 講 演 講 師 を す る 正 会 員 以 外 の 者 に 対 す る 、 前 日 ま  
た は 当 日 の 接 待 、 お 土 産 を 必 要 と す る 場 合 。  
② 本 会 主 催 の 学 会 ，研 修 会 の 講 演 講 師 ，座 長 ，講 演 司 会 に 、昼 食 の 支 給 を 必 要 と す る

場 合 。  
③ 前 項 ① ， ② 以 外 で 、 本 会 会 務 従 事 の 為 、 昼 食 の 支 給 を 必 要 と す る 場 合 。  
④ 本 会 主 催 の 会 議 等 で 会 議 用 の お 茶 や 菓 子 を 必 要 と す る 場 合 。  

    
〔 食 糧 費 の 支 給 額 〕  
本 会 か ら 支 給 す る 食 糧 費 の 金 額 は 以 下 の 通 り と す る 。  
① 正 会 員 以 外 の 講 演 講 師 に 対 す る 前 日 夜 の 接 待 と し て の 飲 食 代  
… 最 高 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円  
② 正 会 員 以 外 の 講 演 講 師 に 対 す る 当 日 昼 の 接 待 と し て の 飲 食 代  
… 最 高 額  ６ ， ０ ０ ０ 円 （ 前 日 夜 の 接 待 が あ っ た 場 合 は 支 給 し な い ）  
③ 正 会 員 以 外 の 講 演 講 師 に 対 す る お 土 産 代  
 … ２ ， ０ ０ ０ 円 相 当  
④ 正 会 員 以 外 の 講 演 講 師 の 当 日 昼 食 代 （ 当 日 昼 の 接 待 が 無 い 場 合 ）  
… １ ， ０ ０ ０ 円 相 当  
⑤ 正 会 員 の 講 演 講 師 ， 座 長 ， 講 演 司 会 の 当 日 昼 食 代  
… １ ， ０ ０ ０ 円 相 当  
⑥ 前 項 ③ ④ 以 外 の 会 務 従 事 の 為 の 昼 食 代  
 … ５ ０ ０ 円 相 当  
⑦ 本 会 主 催 の 会 議 等 の お 茶 ･菓 子 代  
… １ ０ ０ 円 相 当  

    
 

慶 弔 に 関 す る 交 際 費 等 の 支 給 規 則  
 

〔 趣 旨 〕  
こ の 規 則 は 、 本 会 の 会 員 、 関 連 し た 個 人 、 団 体 等 の 慶 弔 と し て 支 給 す る 交 際 費 等  
に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

〔 慶 弔 に 関 す る 交 際 費 の 支 給 対 象 項 目 〕  
慶 弔 に 関 す る 交 際 費 の 支 給 対 象 項 目 は 、 弔 慰 金 、 お 祝 金 等 と す る 。  

〔 慶 弔 に 関 す る 交 際 費 の 支 給 対 象 事 項 〕  
本 会 か ら 慶 弔 に 関 す る 交 際 費 を 支 給 す る 事 項 は 以 下 の 場 合 と す る 。  
① 正 会 員 で （ 元 ） 役 員 及 び 被 表 彰 者 が 死 亡 し た と き 。  

     元 正 会 員 で 役 員 及 び 被 表 彰 者 を 経 験 し た 者 が 死 亡 し た と き 。  
     賛 助 会 員 及 び 本 会 が 表 彰 し た 団 体 の 代 表 者 が 死 亡 し た と き 。  

② 正 会 員 が 死 亡 し た と き 。  
本 会 に 関 連 し た 個 人 ， 団 体 の 代 表 者 が 死 亡 し 、 理 事 会 も し く は 三 役 が 決 議 し  
た と き 。  
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③ 本 会 に 関 連 し た 団 体 の 式 典 ･祝 賀 会 等 に 招 待 さ れ た と き 。  
〔 慶 弔 に 関 す る 交 際 費 の 支 給 額 〕  
本 会 か ら 支 給 す る 慶 弔 に 関 す る 交 際 費 の 金 額 は 以 下 の 通 り と す る 。  

    ① 『 支 給 対 象 事 項 の ① 』 の 場 合 … 弔 慰 金   1 0 , 0 0 0 円 と 生 花 ま た は 花 輪 代  
    ② 『 支 給 対 象 事 項 の ② 』 の 場 合 … 弔 慰 金   1 0 , 0 0 0 円  
    ③ 『 支 給 対 象 事 項 の ③ 』 の 場 合 … お 祝 金  1 0 , 0 0 0 円  
〔 そ の 他 〕  
１ ． 支 給 対 象 事 項 の ① ② ③ の 場 合 … 弔 電 ， 祝 電 も 送 る 。  
２ ． 以 下 の 事 項 の 場 合 … 弔 電 ， 祝 電 の み 送 る 。  
    ＊ 正 会 員 の 一 親 等 の 家 族 （ 親 ， 子 ）、 配 偶 者 が 死 亡 し た と き 。  
    ＊ 正 会 員 が 結 婚 し た と き 。  

＊ 理 学 療 法 士 教 育 機 関 の 入 学 式 、 卒 業 式 、 式 典 が 開 催 さ れ る と き 。  
３ ． 弔 電 ， 祝 電 は 事 務 局 が 送 り 、 弔 慰 金 ， お 祝 金 は 会 長 も し く は 代 理 人 が 出 席 し て 送  
る も の と す る 。  

 
 

会 費 納 入 の 規 則  
 
〔 会 費 納 入 日 〕  
１ ． 正 会 員 会 費  

① 自 動 引 き 落 と し 既 申 込 者 … ５ 月 ２ ７ 日 （ １ 回 の み ）  
② 自 動 引 き 落 と し 未 申 込 者 及 び 新 入 会 者 で 申 込 希 望 者  

… 申 込 書 日 本 理 学 療 法 士 協 会 返 送 月 の 翌 月 か 翌 々 月 の ２ ７ 日  
③ 自 動 引 き 落 と し 非 申 込 者  
      … 原 則 と し て 日 本 理 学 療 法 士 協 会 会 費 の 締 切 日 （ ６ 月 １ ５ 日 ） の ５ 日 前

ま で  
２ ． 賛 助 会 員 会 費  

① 既 入 会 者 … 原 則 と し て ６ 月 １ ５ 日 ま で  
② 新 入 会 者 … 入 会 申 込 書 受 理 後  

〔 会 費 納 入 方 法 〕  
１ ． 正 会 員 会 費  

① 自 動 引 き 落 し 申 込 者 は そ の ま ま 。  
② 自 動 引 き 落 し 非 申 込 者 、 自 動 引 き 落 し 不 備 者 は 原 則 と し て 郵 便 振 込 。  
③ 施 設 か ら の 会 費 納 入 で 都 合 に よ り 希 望 す る 場 合 は 銀 行 振 込 。  

２ ． 賛 助 会 員 会 費  
原 則 と し て 銀 行 振 込 。  

〔 そ の 他 〕  
１ ． 正 会 員 の 年 度 途 中 の 休 会 、 退 会 、 入 会 の 場 合 は 当 年 度 会 費 を 全 額 納 入 。  
２ ． 県 外 異 動 の 場 合 は 、 異 動 先 で 未 納 の 場 合 、 本 人 に 確 認 し て 本 会 納 入 の 意 向 が あ れ  
ば 請 求 す る 。  

３ ． 県 外 異 動 の 場 合 は 、 異 動 元 で 未 納 の 場 合 、 本 人 に 確 認 し て 本 会 納 入 の 意 向 が あ れ  
ば 請 求 す る 。  

  
 
 

学 会 ， 研 修 会 参 加 費 の 規 則  
 
〔 参 加 費 の 金 額 〕  
１ ． 研 修 会 参 加 費  

① 正 会 員     … １ 回 の 研 修 会 に つ き  1 , 0 0 0 円  
② 正 会 員 以 外 の 者 …     〃      2 , 0 0 0 円  
③ 学 生      …     〃         5 0 0 円  

２ ． 学 会 参 加 費 （ 会 場 整 理 費 ）  
① 正 会 員     …  1 , 0 0 0 円  
② 正 会 員 以 外 の 者 …  2 , 0 0 0 円  
③ 学 生      …   5 0 0 円  

      但 し 、 担 当 局 長 ・ 部 長 が 必 要 に 応 じ て 規 定 以 外 の 参 加 費 の 予 算 を 発 案 し 、 理 事 会  
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      に て 審 議 す る 事 が で き る 。  
〔 そ の 他 〕  
１ ． １ つ の 研 修 会 で ２ 日 間 以 上 あ る 場 合 も １ 回 と す る 。 ま た 、 １ 日 に ２ つ 以 上 の 研 修  
会 が あ る 場 合 は そ の 回 数 と す る 。  

２ ． 研 修 会 で 新 人 教 育 プ ロ グ ラ ム の 対 象 者 が そ の 研 修 会 を 単 位 と し て 取 る 場 合 は 参 加  
費 を 無 料 と す る 。  

３ ． 地 区 活 動 の 研 修 会 の 参 加 費 は 無 料 と す る 。  
 
 

広 告 の 規 則  
 
〔 広 告 掲 載 対 象 刊 行 物 の 範 囲 〕  
   本 会 で 発 行 し て い る 会 誌 及 び ニ ュ ー ス と す る 。  
〔 広 告 掲 載 依 頼 対 象 者 の 範 囲 〕  
   本 会 の 活 動 に 関 連 す る 企 業 及 び 施 設 と す る 。  
〔 企 業 広 告 料 〕  
   ニ ュ ー ス は Ｂ ５ 版 、 会 誌 は Ａ ４ 版      １ 頁  ３ ０ ， ０ ０ ０ 円  
                         １ ／ ２ 頁  １ ５ ， ０ ０ ０ 円  
                         １ ／ ４ 頁   ９ ， ０ ０ ０ 円  
                         １ ／ ８ 頁   ５ ， ０ ０ ０ 円  
  ［ 求 人 広 告 料 ］  
      ニ ュ ー ス は Ｂ ５ 版 、 会 誌 は Ａ ４ 版  １ ／ ４ 頁   １ ５ ， ０ ０ ０ 円  
   
  
    附 則  
１ ．  こ の 内 規 は 、 平 成 1 0 年 4 月 1 日 よ り 施 行 す る 。  
２ ．  こ の 内 規 は 、 平 成 1 3 年 4 月 1 日 に 一 部 改 正 に よ り 施 行 す る 。  
３ ．  こ の 内 規 は 、 平 成 1 3 年 6 月 1 5 日 に 一 部 改 正 に よ り 施 行 す る 。  
４ ．  こ の 内 規 は 、 平 成 1 9 年 4 月 1 日 に 一 部 改 正 に よ り 施 行 す る 。             


